
☆お知らせ☆
道路使用許可を申請される皆様へ

①次の対象の道路使用について最長許可
期間を延長します

＜変更点＞

許可期間 最長1ヶ月 →  最長3ヶ月

＜対象となる道路使用の分類＞

○ 場所の移動性が少ない大規模な道路工事

○ 電線、通信線、ガス管、上下水道管等の管路埋設工事

○ 線路の敷設、補修、改良等の軌道工事

○ 道路の地下に通行空間を設ける地下道工事

○ 道路上の橋の設置、補修及び撤去等のこ道橋工事

各 警 察 署

※開始日
令和２年４月１日からの申請

②受付時間を変更します

○ 受付時間

平日（祝日、年末年始の休日を除く）
8：30～12：00
13：00～16：00


